
令和８年４月９日 

保護者の皆様 

瀬戸市立みつば小学校長   加藤 篤 

 

自然災害時の警報及び｢南海ﾄﾗﾌ地震に関連する臨時情報｣ 

発表時の対応について 

 

 本校における自然災害時の警報及び「南海トラフ地震に関する情報（臨時）」発表・発表時の対応につい

ては、下記のとおりです。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

「特別警報」が発表された場合の対応 

１ 午前６時までに解除された場合 

  ○ 平常どおりの授業を行います。 

※ 道路などの破壊等で登校が危険な場合は、保護者の判断で登校を見合わせてください。 

（学校へ連絡をしてください。） 

２ 午前６時の時点で発表中の場合 

 ○ この日の学校の授業はありません。 

３ 登校後に発表された場合 

  ○ 速やかに授業を打ち切ります。 

  ○ 天候や通学路の状況により、下校または学校に待機させますので、保護者の引き取り下校をお願いし

ます。 

 

暴風警報・暴風雪警報が発表された場合の対応 

１ 登校前、瀬戸市に暴風警報が発表されている場合 

(1) 午前６時までに、警報が解除された場合は、平常どおりの授業を行います。 

(2) 午前６時から午前１１時までに警報が解除された場合は、午後１時３０分より授業を開始します。給食 

はありませんので、自宅で昼食をとってから登校させてください。                 

(3) 午前１１時以降も発表中の場合は、この日の授業は行いません。 

※ (1)(2)の場合でも、道路などの破壊等々で登校が危険な場合は、保護者の判断で、登校を見合わせて

ください。（学校へ連絡をしてください。）     

※ 事前に台風の接近が予想される場合は、その日の給食が中止になる場合があります。この場合は、前

日までにお知らせします。 

２ 登校後、瀬戸市に暴風警報・暴風雪警報が発表された場合 

※ 事前に調査し、家庭から連絡があった下校方法で下校させます。 

※ 警報発表が事前に予想される場合、台風情報に十分注意してください。 

※ 生徒を学校待機させる場合は、すみやかに迎えをお願いします。 

３ 登校時に、瀬戸市に暴風警報が発表された場合 

※ 登校中の生徒を、すみやかに下校させます。 

 

暴風警報を伴わない大雨・氾濫・土砂災害・高潮が発表された場合の対応  

１ レベル５特別警報 

○ 自宅待機（直ちに命を守る最善行動）をしてください。 

※ 登校後の場合は、校内待機、授業を中止し校内の高い場所または崖から離れた場所に移動します。 

２ レベル４危険警報 

○ 自宅待機（早めの避難を考慮する）をしてください。 

※  登校後の場合は、校内待機、授業を中止し安全確認後、下校またはお迎えをお願いします。 

３ レベル３警報 

 ○ 平常どおり授業を行います。 



４ レベル３警報 

 ○ 平常通どおり授業を行います。 

 

 

南海トラフ地震に関連する臨時情報が発表された場合の対応 
１ 気象庁から「南海トラフ地震に関連する臨時情報（調査中）が発表されたとき 

 ○ 原則として、平常通りの授業を行います。 

 ○ 次の対応に備えて、地震関連の情報を収集し、生徒の安全確保に努めます。 

 ○ 校外学習については、発表後に出発する場合は、一時見合わせ、校外での活動中の場合は， 

  いつでも帰校できるように準備をします。 

 

※ １ 気象庁から「南海トラフ地震に関連する臨時情報（調査中）が発表された場合，続いて 

以下２～４のいずれかが発表されます。 

 

２ 南海トラフ地震に関連する臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき 

○  原則として、児童の安全確保に留意しながら、平常どおり授業を行います。 

○  授業終了後は、児童を速やかに下校させます。 

〇 部活動や補習については、実施しません。 

○  校外学習については、発表後に出発する場合は延期（中止）し、校外で活動中の場合は速やかに 

帰校します。 

 

３ 南海トラフ地震に関連する臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき 

○  平常通り、授業を行います。 

○  校外学習については、発表後に出発する場合は一時見合わせ、校外で活動中の場合は、いつでも

帰校できるように準備します。 

 

４ 南海トラフ地震に関連する臨時情報（調査終了）が発表されたとき 

○ 平常通り、授業を行います。 

 

お   願   い 

１ 安全を確保するため、次の点について注意してください。 

 ・ テレビ、ラジオ等で正しい情報を知る。 

 ・ 家の周りや通学路の危険個所を確かめておく。 

 ・ 家族間の連絡方法を確かめる。 

 ・ 保護者が留守の場合の避難先を確認しておく。 

 ・ 災害時の避難場所を決めておく。 

 ・ 警報などが発表されているときは、むやみに外出させない。 

 

２ 電話での問い合わせは、ご遠慮ください。 
 

３ こうした事態が発生した場合は、以下の方法で情報を掲示しますので情報収集に役
立ててください。  
① 学校ホームページ 
② 保護者連絡アプリ「tetoru」による配信サービス 


